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■
り
ん
ご
の
歴
史（
ミ
ニ
ガ
イ
ド
）

　

日
本
で
、
西
洋
り
ん
ご
を
初
め
て

栽
培
し
た
の
は
、
実
は
日
本
人
で
は

な
く
、
江
戸
時
代
末
期
に
函
館
を
訪

れ
て
い
た
プ
ロ
シ
ア
人
（
現
ド
イ
ツ
）

の
Ｒ
・
ガ
ル
ト
ネ
ル
と
い
う
人
物
で

す
。

　

彼
は
、
明
治
元
年
、
西
洋
農
業
に

よ
る
開
墾
の
た
め
3
0
0
万
坪
と
い

う
広
大
な
土
地
を
99
ヶ
年
間
借
り
受

け
る
「
七
重
村
開
墾
条
約
」
と
い
う

契
約
を
、
当
時
蝦
夷
地
を
占
領
し
て

い
た
榎
本
武
揚
ら
と
交
わ
す
こ
と
に

成
功
し
ま
し
た
。
こ
の
条
約
に
よ
っ

て
、
現
在
の
七
飯
町
の
大
部
分
は
、

彼
の
農
場
用
地
と
な
り
ま
し
た
。

　

本
格
的
な
開
墾
は
、
翌
明
治
2
年

か
ら
始
ま
り
、
ガ
ル
ト
ネ
ル
は
、
西

洋
り
ん
ご
を
は
じ
め
、
洋
梨
、
グ
ズ

ベ
リ
ー
、
カ
ー
レ
ン
ツ
、
桜
桃
、
ブ

ド
ウ
な
ど
の
苗
木
22
種
を
海
外
か
ら

取
り
寄
せ
、
日
本
で
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
西
洋
式
の
大
型
農
器
具
も
持

ち
込
み
、
開
墾
・
栽
培
に
着
手
し
ま

し
た
。

　

現
在
、
こ
の
大
型
農
器
具
を
用
い

た
農
法
が
日
本
で
初
め
て
行
な
わ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
七
飯

町
は
日
本
に
お
け
る
近
代
（
西
洋
式
）

農
業
発
祥
の
地
を
う
た
っ
て
い
ま
す
。 

※
七
飯
町
歴
史
館
Ｈ
Ｐ
よ
り

【今年もおいしい「りんご」のために。２月上旬に始まった剪定作業　鳴川－みやご果樹園】【今年もおいしい「りんご」のために。２月上旬に始まった剪定作業　鳴川－みやご果樹園】【今年もおいしい「りんご」のために。２月上旬に始まった剪定作業　鳴川－みやご果樹園】
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第
28
回　

平
成
25
年
9
月
26
日

・
農
地
法
第
5
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
申
請
に
つ
い
て
（
農
地
転
用
）

 

1
件
（
可
決
）

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に

つ
い
て
（
所
有
権
移
転
）

 

2
件
（
可
決
）

・
土
地
の
現
況
証
明
願
に
つ
い
て

 

4
件
（
可
決
）

・
農
地
移
動
適
正
化
斡
旋
申
し
出
に

つ
い
て

・
平
成
24
年
度
の
目
標
及
び
そ
の
達
成

に
向
け
た
活
動
の
点
検・評
価（
案
）

　

及
び
平
成
25
年
度
の
目
標
及
び
そ

の
達
成
に
向
け
た
活
動
計
画
（
案
）

に
つ
い
て

 

1
件
（
可
決
）

　

第
29
回　

平
成
25
年
10
月
23
日

・
農
地
法
第
3
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
申
請
に
つ
い
て
（
所
有
権
移
転
）

 

1
件
（
可
決
）

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に

つ
い
て
（
所
有
権
移
転
）

 

1
件
（
可
決
）

・
土
地
の
現
況
証
明
願
に
つ
い
て

 

2
件
（
可
決
）

・
農
地
移
動
適
正
化
斡
旋
申
し
出
に

つ
い
て

　

第
30
回　

平
成
25
年
11
月
27
日

・
農
地
法
第
4
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
申
請
に
つ
い
て
（
農
地
転
用
）

 

1
件
（
可
決
）

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に

つ
い
て
（
所
有
権
移
転
）

 

1
件
（
可
決
）

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に

つ
い
て
（
賃
貸
借 

）

 

1
件
（
可
決
）

・
土
地
の
現
況
証
明
願
に
つ
い
て

 

3
件
（
可
決
）

・
農
地
移
動
適
正
化
斡
旋
申
し
出
に

つ
い
て

　

第
31
回　

平
成
25
年
12
月
20
日

・
農
地
法
第
3
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
申
請
に
つ
い
て
（
所
有
権
移
転
）

 

2
件
（
可
決
）

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に

つ
い
て
（
所
有
権
移
転
）

 

3
件
（
可
決
）

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に

つ
い
て
（
賃
貸
借
）　

 

3
件
（
可
決
）

・
土
地
の
現
況
証
明
願
に
つ
い
て

 

3
件
（
可
決
）

・
農
地
移
動
適
正
化
斡
旋
申
し
出
に

つ
い
て

　

第
32
回　

平
成
26
年
1
月
24
日

・
農
地
法
第
3
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
申
請
に
つ
い
て
（
所
有
権
移
転
）

 

1
件
（
可
決
）

・
農
地
法
第
4
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
申
請
に
つ
い
て
（
農
地
転
用
）

 

1
件
（
可
決
）

農
業
委
員
会
総
会
で

決
ま
っ
た
こ
と
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

総
会
は
、
農
業
委
員
会
が
処
理
す

べ
き
事
項
を
審
議
あ
る
い
は
協
議
し
、

決
定
す
る
場
で
、
通
常
月
1
回
開
か
れ

て
い
ま
す
。

農
業
委
員
会

総
会
の
開
催

第34回
第35回
第36回
第37回
第２回
第３回
第４回

平成２６年３月２４日㈪
平成２６年４月２４日㈭
平成２６年５月２３日㈮
平成２６年６月２４日㈫
平成２６年７月２５日㈮
平成２６年８月２５日㈪
平成２６年９月２４日㈬

農業委員会会議室
農業委員会会議室
農業委員会会議室
農業委員会会議室
農業委員会会議室
農業委員会会議室
農業委員会会議室

３月１０日㈪
４月１０日㈭
５月 ９日㈮
６月１０日㈫
７月１１日㈮
８月１１日㈪
９月１０日㈬

３月１７日㈪
４月１７日㈭
５月１６日㈮
６月１７日㈫
７月１８日㈮
８月１８日㈪
９月１７日㈬

現況調査議案提出期限開催場所総会名 開催予定日

※日程は都合により変更になる場合があります。
　最新情報は農業委員会事務局☎65－2519までお問い合わせください。

1　

農
業
者
な
ら
広
く
加
入
で
き
る

2　

積
立
方
式
・
確
定
拠
出
型
で
安
定

　

し
た
年
金
財
政

3　

保
険
料
の
国
庫
補
助
あ
り

4　

保
険
料
は
自
分
で
選
べ
、
い
つ
で

　

も
見
直
し
が
で
き
る

5　

社
会
保
険
料
控
除
な
ど
税
制
面
で

　

の
優
遇
措
置

6　

終
身
年
金
（
早
く
亡
く
な
っ
て
も

　

80
歳
ま
で
の
分
は
保
証
付
き
）

■
詳
し
く
は
：
農
業
委
員
会
・
Ｊ
Ａ
新

は
こ
だ
て
七
飯
基
幹
支
店
ま
で
ど
う
ぞ

農
業
者
年
金
6
つ
の
ポ
イ
ン
ト

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に

つ
い
て
（
所
有
権
移
転
）

 

3
件
（
可
決
）

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
の
決
定
に

つ
い
て
（
賃
貸
借
）

 

7
件
（
可
決
）

・
七
飯
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の

変
更
協
議
に
つ
い
て

 

（
承
認
）

・
土
地
の
現
況
証
明
願
に
つ
い
て

 

2
件
（
可
決
）

・
農
地
移
動
適
正
化
斡
旋
申
し
出
に

つ
い
て

・
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
登

載
申
請
に
つ
い
て

 

申
請
・
調
製
の
と
お
り
（
決
定
）

◎
選
挙

　

農
業
委
員
会
は
「
農
業
委
員
会
等

に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
く
行
政
委

員
会
で
、
公
職
選
挙
法
を
準
用
し
た

選
挙
お
よ
び
選
任
に
よ
り
選
出
さ
れ

た
農
業
者
の
代
表
に
よ
り
構
成
さ
れ

て
い
ま
す
。（
現
在
は
16
名
）

　

任
期
は
３
年
で
直
近
の
任
期
満
了

は
平
成
26
年
７
月
19
日
で
す
。
選
挙

は
、
任
期
満
了
前
30
日
以
内
に
行
い

ま
す
。

◎
選
挙
人
名
簿
登
録

　

選
挙
人
名
簿
は
、
毎
年
1
月
1
日

現
在
で
同
月
10
日
ま
で
に
選
挙
資
格

を
有
す
る
人
が
農
業
委
員
会
に
提
出

す
る
申
請
に
基
づ
い
て
、
調
製
さ
れ

ま
す
。 今

年
は
農
業
委
員

改
選
の
年
で
す

七飯町　農業委員会だより　平成26年3月21
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◆
貴
重
な
資
源
の
農
地

　

近
年
の
農
業
従
事
者
の
減
少
や
高

齢
化
、
担
い
手
不
足
等
の
影
響
で
、

町
内
で
も
遊
休
農
地
が
増
加
し
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
今
後
、
相
続
等
に
よ

る
不
在
村
の
農
地
所
有
者
の
増
加
が

見
込
ま
れ
、
比
較
的
条
件
の
良
い
平

地
農
業
地
帯
で
あ
っ
て
も
耕
作
放
棄

地
が
増
え
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
ま

す
。

　

遊
休
農
地
の
増
加
は
、
雑
草
の
繁

茂
や
病
虫
害
の
発
生
源
等
に
よ
り
農

地
利
用
の
阻
害
原
因
と
な
り
、
生
産

現
場
に
と
っ
て
は
大
き
な
問
題
で

活 動 報 告
「
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
」

（
農
地
利
用
状
況
調
査
）の
実
施
！

　

農
地
法
で
定
義
さ
れ
て
い
る
用
語
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
す
。

○
現
在
、
耕
作
目
的
で
利
用
さ
れ
て
お
ら

ず
、
今
後
も
利
用
さ
れ
る
見
込
み
が
な

い
農
地

○
農
業
上
の
利
用
が
、
そ
の
周
辺
地
域
の

農
地
利
用
に
比
べ
て
著
し
く
劣
る
と
判

断
で
き
る
農
地　

※
農
地
は
一
度
耕
作
を
や
め
数
年
経
て

ば
、
原
形
が
分
か
ら
な
い
ほ
ど
に
荒
れ

て
し
ま
い
ま
す
。

　

七
飯
町
内
で
平
成
25
年
１
月
か

ら
12
月
ま
で
に
締
結
さ
れ
た
賃
借

料
水
準
を
公
表
し
ま
す
。

　

平
成
21
年
の
農
地
法
改
正
に
よ

り
、
従
来
の「
標
準
小
作
料
制
度
」

が
廃
止
さ
れ
、
農
業
委
員
会
で
は

「
農
地
賃
借
料
情
報
の
提
供
」
を

行
っ
て
い
ま
す
。（
農
地
法
第
52

条
：
情
報
の
提
供
等
）

　

農
地
の
賃
貸
借
契
約
を
し
よ
う

と
す
る
方
の
目
安
と
な
る
よ
う
、

実
際
に
締
結
さ
れ
た
農
地
の
賃
貸

※１　データ数は、集計に用いた筆数です。
※２　賃借料を物納支給（玄米等）としている場合は、玄米1俵（60kg）12,000円、
　　　白米1俵（60kg）20,000円で換算し算出しています。
※３　平均金額は算出結果を四捨五入し100円単位で算出しています。
　　　最高・最低額は実金額を掲示しています。

単位：円（金額は10ａ当り）１　田（水稲）の部

締結（公告）された地域名

七　飯　方　面

大　沼　方　面

平均額

9,800

8,700

最高額

24,000

16,000

最低額

7,000

7,000

データ数

  50 

118

農
地
の
賃
借
料
情
報
借
契
約
の
賃
借
料
を
も
と
に
作
成

し
た
「
賃
借
料
情
報
」
を
参
考

に
、
貸
し
手
、
借
り
手
が
十
分
な

話
合
い
の
う
え
で
、
農
地
の
賃
借

料
を
決
め
て
下
さ
い
。

　

地
域
区
分
は
以
下
の
様
に
行
っ

て
い
ま
す
。

●
七
飯
方
面

　

本
町
、
桜
町
、
鳴
川
、
緑
町
、

　

飯
田
町
、
大
中
山
、
大
川
、

　

中
野
、
中
島
、
豊
田
、
鶴
野
、

　

上
藤
城
、
藤
城
、
峠
下
、
仁
山

●
大
沼
方
面

　

大
沼
町
、
上
軍
川
、
軍
川
、

　

東
大
沼
、
西
大
沼

農地パトロール（平成25年10月15日　大中山方面）農地パトロール（平成25年10月15日　大中山方面）農地パトロール（平成25年10月15日　大中山方面）

農地パトロール（平成２５年10月17日　藤城・峠下方面）農地パトロール（平成２５年10月17日　藤城・峠下方面）農地パトロール（平成２５年10月17日　藤城・峠下方面）農地パトロール（平成２５年10月1８日　大沼方面）農地パトロール（平成２５年10月1８日　大沼方面）農地パトロール（平成２５年10月1８日　大沼方面）

遊
休
農
地
と
は

　

各
農
業
委
員
会
が
自
主
的
に
行
っ
て
き
た
農
地
利
用
状
況
調
査
（
農
地
パ

ト
ロ
ー
ル
）
は
、
平
成
21
年
の
農
地
法
改
正
で
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。

　

遊
休
農
地
（
耕
作
放
棄
地
）
や
農
地
の
違
反
転
用
の
実
態
を
こ
れ
ま
で
よ

り
さ
ら
に
詳
し
く
把
握
す
る
た
め
、
10
月
を
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
月
間
に
設
定

し
、
地
区
毎
に
農
地
利
用
状
況
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

す
。
国
産
農
畜
産
物
の
安
定
的
確
保

と
い
う
観
点
か
ら
も
、
そ
の
解
消
は

喫
緊
の
課
題
で
す
。

　

農
業
委
員
会
で
は
、
定
期
的
な
農

地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
、「
こ
れ
以

上
、
遊
休
農
地
を
増
や
さ
な
い
」
と

い
う
強
い
認
識
の
も
と
、
今
後
は
農

地
の
適
正
利
用
の
指
導
な
ど
遊
休
農

地
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
の

で
、
農
地
を
所
有
す
る
皆
様
の
ご
理

解
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

耕
作
さ
れ
ず
遊
休
化
し
て
い
る
農

地
は
全
国
で
は
約
27
万
ha
、
町
内
で

も
約
78 

ha
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

２　畑（普通畑）の部

締結（公告）された地域名

七　飯　方　面

大　沼　方　面

平均額

5,300

6,000

最高額

7,000

6,000

最低額

3,000

6,000

データ数

3

2

３　畑（樹園地）の部

締結（公告）された地域名

七　飯　方　面

大　沼　方　面

平均額 最高額 最低額 データ数

実績無し

実績無し
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私
は
４
人
い
る
推
薦
農
業
委
員
の

一
人
で
、
農
協
よ
り
推
薦
さ
れ
た
委

員
で
あ
り
ま
す
。

　

今
農
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
変

不
安
な
こ
と
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
。

Ｔ
Ｐ
Ｐ
を
は
じ
め
減
反
政
策
の
見
直

し
、
消
費
税
の
増
税
、
円
安
に
よ
る

資
材
の
高
騰
等
農
業
経
営
に
深
刻
な

影
響
を
与
え
る
こ
と
ば
か
り
で
す
。

七
飯
町
内
で
は
農
業
後
継
者
が
就
農

し
て
い
る
農
家
は
約
22
％
、
後
継
者

の
い
な
い
65
歳
以
上
の
農
家
は
40
％

を
超
え
て
い
る
状
況
で
あ
り
ま
す
。

　

今
後
高
齢
で
生
産
を
止
め
離
農
す

る
農
家
が
増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

ま
す
。
耕
作
放
棄
地
に
し
な
い
た
め

に
残
っ
た
農
地
を
、
ど
の
よ
う
に

守
っ
て
い
く
の
か
、
規
模
拡
大
を
進

め
る
農
家
を
、
ど
う
育
て
て
い
く
の

か
農
業
委
員
と
し
て
の
責
任
は
重
大

で
あ
り
ま
す
。

　

農
業
委
員
と
し
て
、
上
部
組
織
の

北
海
道
農
業
会
議
を
通
じ
、
農
政
に

関
し
て
、
地
域
の
問
題
点
や
改
善
点

を
国
に
強
く
要
請
し
、
地
域
農
業
の

振
興
や
発
展
の
為
に
微
力
な
が
ら
頑

張
っ
て
行
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
の
で
、
町
民
の
皆
様
方
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

農
業
を
始
め
て
42
年
、
農
業
委
員

と
し
て
活
動
一
期
目
の
現
在
、
農
業

の
姿
も
大
き
く
変
わ
っ
て
き
ま
し

た
。

　

野
菜
の
栽
培
に
取
り
組
み
だ
し
た

頃
は
、
す
べ
て
の
作
業
が
手
作
業
で

行
わ
れ
、
年
号
が
平
成
へ
と
変
わ
る

頃
か
ら
機
械
の
導
入
が
進
み
、
播
種

か
ら
マ
ル
チ
が
け
、
収
穫
、
洗
浄
、

選
果
、
箱
詰
め
に
い
た
る
す
べ
て
の

工
程
が
機
械
化
さ
れ
効
率
化
が
図
ら

れ
た
半
面
、
農
地
利
用
率
の
減
少
、

生
産
者
の
高
齢
化
と
、
後
継
者
不
足

等
の
問
題
も
抱
え
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、
こ
れ
か
ら
も
地
域
の

環
境
保
全
等
の
維
持
と
と
も
に
安
全

で
よ
り
良
い
美
味
し
い
農
畜
産
物
が

生
産
さ
れ
る
よ
う
、
七
飯
町
の
農
業

発
展
の
た
め
活
動
に
取
り
組
み
、

「
豊
か
な
生
態
系
が
残
る
環
境
を
、

地
域
の
宝
で
あ
る
次
代
の
子
供
た
ち

に
引
き
継
が
な
け
れ
ば
」
と
い
う
思

い
で
、
農
業
を
頑
張
っ
て
行
き
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

農
業
生
産
法
人
は
、
農
地
法
第
６

条
の
規
定
に
よ
り
、
毎
事
業
年
度
の

終
了
後
３
ケ
月
以
内
に
、「
農
業
の

状
況
を
記
し
た
農
業
生
産
法
人
報
告

書
」
を
経
営
地
の
あ
る
市
町
村
の
農

業
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
義
務
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
決

算
期
が
12
月
末
の
農
業
生
産
法
人

は
、
３
月
末
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

農
地
法
で
は
、
農
業
生
産
法
人
以

澤田　雄一 委員田中　猛一 委員

こ
れ
か
ら
の
農
業

農
業
委
員
と
し
て

農
業
委
員
の
声

農
業
委
員
の
声

農
業
委
員
の
声

編
集
後
記

　

編
集
委
員　

平
野　

博
章

　
　
　
　
　
　

青
山　

染
義

　
　
　
　
　
　

小
森　

久
司

　
　
　
　
　
　

宮
田　
　

学

■
編
集
・
発
行

　

七
飯
町
農
業
委
員
会

　

事
務
局
（
役
場
内
）

　

〒
0
4
1
ー
1
1
9
2

　

七
飯
町
本
町
６
丁
目
１
ー
１

　

☎
65
ー
2
5
1
9
（
直
通
）

　

6
65
ー
9
2
8
0

　

今
年
も
よ
う
や
く
太
陽
の
日

射
し
が
暖
か
く
感
じ
ら
れ
る
季

節
に
な
り
、
私
た
ち
農
業
に
携

わ
る
者
に
は
、
忙
し
く
な
る
時

期
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
「
農
業
委
員
会
だ
よ
り
」

を
通
し
て
、
我
々
農
業
委
員
の

活
動
を
少
し
で
も
町
民
の
皆
様

に
ご
理
解
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

今
年
も
出
来
秋
を
信
じ
目
指

し
て
、
町
民
の
皆
様
と
共
に
歩

み
続
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

農
業
生
産
法
人
は
毎
年
決
算
後
に

「
事
業
報
告
書
」の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す

毎
週
金
曜
日
に
お
届
け
し
ま
す

暮
ら
し
と
経
営
に
活
き
る
情
報

全 国 農 業 新 聞 の
購 読 に つ い て

お知
らせ

◆
毎
週
金
曜
日
に
発
行

◆
購
読
料
は
月
額
6
0
0
円

　
（
年
間
7
，2
0
0
円
）

※
購
読
の
申
込
み
手
続
き
な
ど
、

　

詳
し
く
は
農
業
委
員
会
事
務
局

　

☎
65
―
2
5
1
9
ま
で

　

お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

全
国
農
業
新
聞
は
、
農
業
者
の
公
的
代
表

機
関
で
あ
る
農
業
委
員
会
系
統
組
織
が
発

行
す
る「
週
刊
」農
業
総
合
専
門
誌
で
す
。

外
の
法
人
は
原
則
農
地
の
所
有
権
取

得
を
認
め
て
い
ま
せ
ん
。
報
告
書
が

未
提
出
の
場
合
は
、
農
業
生
産
法
人

と
し
て
の
資
格
確
認
が
で
き
ま
せ

ん
。

　

ま
た
、
事
業
状
況
を
把
握
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
た
め
、
農
地
基
本
台

帳
の
整
備
や
営
農
証
明
な
ど
の
発
行

事
務
に
支
障
が
あ
り
ま
す
の
で
、
期

限
内
の
報
告
を
宜
し
く
お
願
い
し
ま

す
。
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